
 

 

 

 

 

 
 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 

       
 
 

      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

借り受けるときは、次の順序を目安に検索（照会）し、申し込みましょう。 

●インターネット使用の場合 
「図書館ポータル」からILLの図書館ID･

パスワードを入力し、検索したその場で

申込みができます。 
 

●インターネットが使えない場合 

電話・ファクシミリでお問合せください。 

各図書館（室） 

貸出しを依頼する際は、貸出

館の貸出条件や指定事項を

守り、気持良く協力しあえる

ように努めましょう。 

スタート 

道立図書館 
道立図書館は図書館のセンターです 

他館からの借受けは、まず道立図書館を利用してください。 

●道立図書館のリクエスト対応 

所蔵していなくても、入手可能な資料

は購入して貸し出します。  

 

道立図書館の 

所蔵館調査を利用する 

○おおむね次の順序で所蔵館を調査して 

紹介します。 

○資料の性質を考慮してあらゆる方向から

所蔵機関を調査して紹介します。 

 
道内の市町村図書館 

（Web OPAC公開館） 

北日本ブロック 
（東北６県） 

全    国 
（近い順に） 

国立国会図書館 

大学図書館・専門機関等 
 
特殊な資料は公共図書館では見つから

ないことがあります。調査の過程で適宜

大学図書館や専門機関等の所蔵館も調
査します。 

国立国会図書館サーチなどの横断検索により、所蔵館を探して貸出しを申し込む場合、優先順の基本原則 

「公共図書館間資料相互貸借指針」（全公図、平成１８年６月３０日施行）があります。 

北海道 → 北日本ブロック（東北６県） → 他のブロック（近い順に） → 国立国会図書館 

自館で調査する 

借りたい資料の出版情報を確認してい

て、自館で調べられる場合は、次の順序

で探しましょう。 

 
近隣図書館（室） 

全道域の図書館 

北日本ブロック 
（東北６県） 

 

全    国 
（近い順に） 

 
 

国立国会図書館 

大学図書館・専門機関等 
 
特殊な資料は公共図書館では見つか

らないことがあります。資料の性質を
見極めて大学・専門機関等を探すこと

も大切です。道立図書館の所蔵館調査

ではこれらの機関も調査します。 

「近隣」とは、地域の実情にあわ

せて、同一管内、広域圏組合、隣

接する市町村など、柔軟に対応

しましょう。 

探す範囲を全道域に広げる場

合にも、できるだけ近い地域

から探しましょう 

ある程度自館で調査してから、

道立図書館の所蔵館調査に切り

替えることもできます。 

依頼の際には、調査済みの図書

館（室）名をお知らせいただくと、

二重の調査を避けることができ

ます。 

平成14年11月 北海道図書館振興協議会（北海道図書館総合目録研究会） 

平成18年 6月 北海道立図書館参考調査課 一部修正 
平成29年 5月  北海道立図書館利用サービス課 一部修正 

令和３年３月  北海道立図書館一般資料サービス課 一部修正 


